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年金とは 
 
n 年金とは 
毎年定期的・継続的に給付される金銭、または、これを給付する制度のこと。 
Ø  一般に年金という場合には、さらに意味が限定され、一定の期間、一定の
額のお金を納めることで、支払われるお金の制度。 

 
 
 
 
  
n 日本の公的年金の特徴 
わが国の公的年金は、(1)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 、(2)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 、
(3)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 、という特徴を持っている． 
 
(1)                                       
	 わが国の公的年金制度は、自営業者や無業者を含め、国民すべてが国民年金

制度に加入し、基礎年金給付を受けるという	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 の仕組みと

なっている。 
 
Ø 安定的な保険集団が構成され、社会全体で老後の所得保障という問題に対
応していくことが可能． 

Ø  基礎年金は、老後生活の基礎的部分を保障するため、全国民共通の給付を
支給するもの． 

Ø 費用については、国民全体で公平に負担． 
Ø 基礎年金給付費総額を各制度に属する被保険者（加入者）数等に応じて負
担． 

  
【公的年金制度導入の背景】 
	 昭和 36(1961)年に自営業者等を対象とする旧国民年金制度が発足し、国民皆



年金が実現したが、当時は、現在の国民年金制度・基礎年金給付のように国民

すべてを対象にする制度はなく、分立した制度体系をとっていたため、産業構

造の変化等によって、財政基盤が不安定になったり、加入している制度により

給付と負担の両面で不公平が生じていた。このため、昭和 60（1985）年改正に
おいて、全国民共通に給付される基礎年金を創設するとともに、厚生年金等の

被用者年金は、基礎年金給付の上乗せの 2 階部分として、報酬比例年金を給付
する制度へと再編成された。 

Ø こうした国民皆年金制度をとっていることにより、安定的な保険集団が
構成され、社会全体で老後の所得保障という問題に対応していくことが

可能となる。 
Ø 基礎年金は、老後生活の基礎的部分を保障するため、全国民共通の給付
を支給するものであり、その費用については、国民全体で公平に負担す

る仕組みとなっている。具体的には、基礎年金給付費総額を各制度に属

する被保険者（加入者）数等に応じて負担している。 
 
(2)                                       
公的年金制度の加入者は、それぞれ保険料を拠出し、それに応じ年金給付を受

ける。 
Ø したがって、基本的には保険料を納めなければ年金はもらえず、納めた期
間が長ければ支給される年金も多くなる。 

Ø 自分が若いときに納めた保険料の見返りとして、年金をもらえるという社

会保険の仕組みは、給付と負担の関係が明確であることから、国民の理解

を得やすい面がある。 
Ø 年金の所得再分配効果 
 
(3)                                       
公的年金は、基本的には現役世代の保険料負担で高齢者世代を支えるという世

代間扶養の考え方で運営されている。 
Ø  1 人 1 人で私的に行っていた老親の扶養・仕送りを、社会全体の仕組みに
広げたもの． 

Ø 長生きのリスクの軽減と長生きのリスクと世代間所得再分配． 
 
 



n 年金の基本的な方式  
  

①	                                         

被保険者が収入の一部を積み立てておき、引退後に積立金をその運用益ととも

に年金として受け取る方式。 
Ø  超長期の預金と考えることができる。 
Ø  積立金が累積していくため、支給時に年金の原資不足が発生することはあ
りえない。また、積み立てた保険料に応じた年金の支給が保証される。 

Ø  総年金額は積立金の運用で決まるので、景気変動の影響を直接受ける。 
Ø  無収入層または低収入層は積み立てそのものができないか、できても非常
に少額になり、引退後の生活保障にならないという欠点がある。	  

   
②	                                         

積立金を作らず、就業者から徴収した保険料で、その年の年金受給者への年金

をまかなう方式。 
Ø  徴収する保険料そのものが景気により変動するので、インフレによる物価
上昇に強い。 

Ø 一方で、社会の	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 に弱く、少子化・高齢化によっ

て就業人口が少なくなると就業者の保険料の負担が大きくなりすぎる欠点

がある。 
Ø また、受給と負担の関係が明確でなく、現役世代が現在支払っている保険

料に応じた年金が、現役世代が引退したときに支払われるという保証がな

い。  
  
③	                                            

制度上は積み立て方式だが、実際の年金の運用は賦課方式である現在の日本の

方式。 
Ø 修正賦課方式とも言う。 
Ø 最初は積立方式として始めたが、年金受給額を物価上昇にあわせて増額す
る物価スライド制と年金受給者人口の増大によって積立金では年金支払額

がまかなえなくなり、現役世代から徴収した保険料を支払いにあてたため、

なし崩し的に賦課方式になってしまった。 



Ø  そのため、賦課方式ではありえない年金支払額数年分に相当する巨額の積
立金が存在する。  

  
 
④	                                                

保険料を徴収せずにすべて税金でまかなう。 
Ø  税金も結局は万人から徴収されるものなので、負担はゼロではない。 
Ø  年金保険料未納問題を解消できる． 
Ø  一方で，社会保険制度としての年金制度の意義を損なう．  
  
n 年金制度の種類  
  

  



  

日本の年金制度は 3階建てとなっている。（資料参考） 
l 1階部分:最低限の保証を行なう国民基礎年金（保険料は定額）  
l 2階部分:現役時代の収入に比例した年金を支給する厚生年金、共済年金
（保険料は収入の一定割合）  

l 3階部分:任意に加入する民間の私的年金（保険料は個人の任意）  
厚生年金、共済年金に加入すると、国民基礎年金にも加入したとみなされる。  

 
n 年金給付  

  

国民年金や厚生年金保険、共済組合（共済年金）・議員年金などがあり、20歳以
上 60歳未満の日本居住者は国民年金に加入することが義務付けられている。 
Ø  国民年金に直接支払っている人（	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ） 
Ø  厚生年金保険、共済組合等から費用を負担されているこれらの加入者
（	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ） 

Ø  第 2号被保険者の配偶者（	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ） 
   
国民年金や厚生年金保険、共済組合（共済年金）・議員年金などがあり、20歳以
上 60歳未満の日本居住者は国民年金に加入することが義務付けられている。国
民年金に直接支払っている人（第 1 号被保険者）のほか、厚生年金保険、共済
組合等から費用を負担されているこれらの加入者（第 2 号被保険者）や第 2 号
被保険者の配偶者（第 3 号被保険者）なども国民年金に加入している扱いとな
る。 
 
n 年金給付  
年金給付の種類 

Ø 	 	 	 	 	 	 	 	   

Ø 	 	 	 	 	 	 	 	  

Ø 	 	 	 	 	 	 	 	  

公的年金制度では、基本的には、(1)老齢になった場合，(2)病気やけがで障害を
有することとなった場合，(3)年金受給者または被保険者（加入者）が死亡した



場合，という 3つの場合に、年金が支給される． 
 
(1) 老齢年金  
○支給要件 
・	 原則として国民年金に 25年以上加入していることが必要。  
・	 支給開始年齢は原則として 65歳から受給できるが，60歳から受給するこ
ともできますが、その場合、年金額は減額される（*繰上げ支給）。また，
70歳まで受給を遅らせることもでき、その場合、年金額は増額されます（*
繰下げ支給）． 

(2) 障害年金 
○支給要件  
・	 年金に加入中の病気やけが等が原因で、障害を有することになった場合に

支給される．   
・	 障害発生までの被保険者（加入者）期間中に原則として被保険者（加入者）

期間の 3分の 1以上の保険料の未納がなかったこと等が必要。   
(3) 遺族年金 
○支給要件  
・	 年金受給者や被保険者（加入者）が死亡した場合、その人に生計を維持さ

れていた遺族に支給される． 
・	 障害年金と同様、被保険者（加入者）期間中に原則として被保険者（加入

者）期間の 3分の 1以上の保険料の未納がなかったこと等が必要。   
 


